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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材、および前記基材上に形成された第１電極層を有する色素増感型太陽電池用基材と
、
　前記色素増感型太陽電池用基材に対向するように配置され、電極としての機能を備え、
金属箔からなる対電極基材と、
　前記色素増感型太陽電池用基材および前記対電極基材の間に形成された電解質層と、
　前記対電極基材上に積層され、かつ前記電解質層と接するように形成されており、表面
に色素増感剤が担持された金属酸化物半導体微粒子を含み、空孔率が２０％～５０％の範
囲内である多孔質層と、
　前記電解質層を封止するように形成されたシール材と、
を有する色素増感型太陽電池であって、
　前記電解質層と前記多孔質層の幅が異なっており、かつ前記シール材が前記電解質層お
よび前記多孔質層の端部を覆い、さらに前記対電極基材の表面に前記電解質層が接しない
ように形成されており、前記電解質層の幅が前記多孔質層の幅よりも狭いことを特徴とす
る色素増感型太陽電池。
【請求項２】
　前記電解質層と前記多孔質層との幅の差が０．５ｍｍ～５ｍｍの範囲内であることを特
徴とする、請求項１に記載の色素増感型太陽電池。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、色素増感型太陽電池に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、二酸化炭素の増加が原因とされる地球温暖化等の環境問題が深刻となり、世界的
にその対策が進められている。中でも環境に対する負荷が小さく、クリーンなエネルギー
源として、太陽光エネルギーを利用した太陽電池に関する積極的な研究開発が進められて
いる。このような太陽電池としては、単結晶シリコン太陽電池、多結晶シリコン太陽電池
、アモルファスシリコン太陽電池、および化合物半導体太陽電池などが既に実用化されて
いるが、これらの太陽電池は製造コストが高い等の問題がある。そこで、環境負荷が小さ
く、かつ製造コストを削減できる太陽電池として、色素増感型太陽電池が注目され研究開
発が進められている。
【０００３】
　色素増感型太陽電池の一般的な構成の一例を図７に示す。図７（ａ）に例示するように
、一般的な色素増感型太陽電池１００は、基材１１１上に、第１電極層１１２が積層され
た色素増感型太陽電池用基材１１０と、電極としての機能を有する対電極基材１２０との
間に、色素増感剤を担持した金属酸化物半導体微粒子を含む多孔質層１０２および電解質
層１０１がシール材１０３の内側に形成された構成を有するものである。そして、多孔質
層１０２における金属酸化物半導体微粒子の表面に吸着した色素増感剤が、基材１１１側
から太陽光を受光することによって励起され、励起された電子が第１電極層へ伝導し、外
部回路を通じて対電極基材へ伝導される。その後、酸化還元対を介して色素増感剤の基底
準位に電子が戻ることよって発電するものである。このような色素増感型太陽電池として
は、上記多孔質層を多孔質二酸化チタンから構成し、色素増感剤の含有量を増加させたグ
レッチェルセルが代表的であり、発電効率の高い色素増感型太陽電池として広く研究の対
象となっている。なお、色素増感型太陽電池としては、図７（ｂ）に例示するように、多
孔質層１０２が対電極基材１２０側に接するように形成された、いわゆる‘逆構造セル型
’の構成を有するものも知られている。
【０００４】
　ところで、上述したような色素増感型太陽電池においては、その発電効率を低下させる
要因の一つとして「逆電子移動」という問題がある。この逆電子移動は、電極から電解質
層へ電子が流れてしまう現象を意味するものである。例えば、図７（ａ）に例示した色素
増感型太陽電池を例に挙げれば、逆電子移動とは、第１電極層１１２から電解質層１０１
へ電子が流れてしまう現象であり、図７（ｂ）に例示した色素増感型太陽電池を例に挙げ
れば、対電極基材１２０から電解質層１０１へ電子が流れてしまう現象を意味するもので
ある。
【０００５】
　このような逆電子移動を防止する方法としては、例えば、図７（ａ）に示す色素増感型
太陽電池を例に挙げれば、第１電極層を積層した基材、もしくは第１電極層と多孔質層を
積層した基材を、四塩化チタン溶液やチタンテトライソプロポキシド溶液に浸し、第１電
極層および多孔質層表面に緻密な酸化チタン層を形成することにより、電解質層と第１電
極層とが接することを防止する方法が知られている（例えば、特許文献１～２）。また、
第１電極層の表面を覆うように多孔質層を形成する方法も知られている（例えば、特許文
献３）。しかしながら、前者の方法では、四塩化チタン由来の層を形成するためには高熱
での加熱処理を要するため、このような層を形成する場合には基板としてフレキシブル性
を有する樹脂製基板を用いることができないという欠点があった。また、後者の方法では
、多孔質層はその名の通り多孔質体となっているため、液体の電解質層を用いると電解液
が漏れてしまうという致命的な問題点があった。
【０００６】
　このようなことから、逆電子移動については、それが色素増感型太陽電池の発電効率を
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低下させてしまうことについては周知であったが、これを防止する有効な手段は確立され
ていなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－１５７３９７号公報（例えば、［００４６］段落）
【特許文献２】特開２００７－０７３３４６号公報（例えば、［００３３］段落）
【特許文献３】特開２００６－１９０７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明者らは、逆電子移動を巡るこのような状況に鑑みて、その有効な防止手段につい
て鋭意検討した結果、次のようなことを見出した。図７（ａ）に例示した色素増感型太陽
電池を例に挙げて説明すると、逆電子移動は電解質層と第１電極層とが接するところで生
じるところ、通常の構造を有する色素増感型太陽電池において第１電極層と電解質層とが
接する箇所としては、電解質層が多孔質層を介して第１電極層に間接的に接する多孔質層
と第１電極層の界面（図７（ａ）中、Ａで示す界面）、および電解質層と第１電極層とが
直接的に接触する電解質層と第１電極層との界面（図７（ａ）中、Ｂで示す界面）に限ら
れることを明らかにした。そして、それらの界面の面積を比較すると前者の界面の方が後
者の界面よりも圧倒的に面積が広いため、逆電子移動を防止するには前者の界面を減少さ
せることが効率的であると予測した。しかしながら、本発明者らがさらに深く検討した結
果、電解質層と第１電極層との界面は、第１電極層と多孔質層との界面と比較すればごく
微小な面積しか有さないが、当該電解質層と第１電極層との界面こそが、逆電子移動によ
り発電効率が低下する主たる要因であることをが明らかとした。そこで、当該界面での逆
電子移動を防止することにより、著しく発電効率を改善することができることを見出した
。
　このことは、図７（ｂ）に例示した逆構造セル型の色素増感型太陽電池においても同様
に当てはまり、電解質層と対電極基材とが接する界面における逆電子移動が発電効率を低
下させる主たる要因であり、当該界面での逆電子移動を防止することにより著しく発電効
率を改善することができることを見出した。
【０００９】
　そして、第１電極層または対電極基材と電解質層とが直接的に接することがないように
、図８（ａ）、（ｂ）に示すように、多孔質層１０２および電解質層１０１の端部並びに
第１電極層１１２あるいは対電極基材１２０の表面を覆うようにシール材１０３を形成す
ることを試みたが、単にこのようにシール材を形成するのみでは、なおシール材と多孔質
層との境界に染み込んだ電解質層が第１電極層あるいは対電極基材に達してしまい、逆電
子移動を完全に防止することができないことが分かった。
【００１０】
　本発明はこのような状況および検討経過に基づいてなされたものであり、簡易な方法で
逆電子移動を防止し、発電効率が著しく改善された色素増感型太陽電池を提供することを
目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために本発明は、基材、および上記基材上に形成された第１電極層
を有する色素増感型太陽電池用基材と、上記色素増感型太陽電池用基材に対向するように
配置され、電極としての機能を備える対電極基材と、上記色素増感型太陽電池用基材およ
び上記対電極基材の間に形成された電解質層と、上記色素増感型太陽電池用基材の第１電
極層上に積層され、かつ上記電解質層と接するように形成されており、表面に色素増感剤
が担持された金属酸化物半導体微粒子を含む多孔質層と、上記電解質層を封止するように
形成されたシール材とを有する色素増感型太陽電池であって、上記電解質層と上記多孔質
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層の幅が異なっており、かつ上記シール材が上記電解質層および多孔質層の端部を覆い、
さらに上記第１電極層に上記電解質層が接しないように形成されていることを特徴とする
色素増感型太陽電池を提供する。
【００１２】
　本発明によれば、上記シール材が上記電解質層および多孔質層の端部を覆い、さらに上
記第１電極層に上記電解質層が接しないように形成されていることにより、本発明の色素
増感型太陽電池において電解質層が第１電極層に直接的に接する箇所（図７（ａ）中、Ｂ
で示す界面）をなくすことができる。
　また、上記電解質層と上記多孔質層との幅が異なっていることにより、多孔質層とシー
ル材との界面距離を長くすることができるため、電解質層がシール材と多孔質層の隙間に
染み込んだとしても第１電極層に到達することを防止することができる。このため、本発
明によれば電解質層と第１電極層とが直接的に接することによる逆電子移動を防止できる
。
　このようなことから本発明によれば、簡易な方法で逆電子移動を防止し、発電効率が著
しく改善された色素増感型太陽電池を得ることができる。
【００１３】
　また本発明は、基材、および上記基材上に形成された第１電極層を有する色素増感型太
陽電池用基材と、上記色素増感型太陽電池用基材に対向するように配置され、電極として
の機能を備える対電極基材と、上記色素増感型太陽電池用基材および上記対電極基材の間
に形成された電解質層と、上記対電極基材上に積層され、かつ上記電解質層と接するよう
に形成されており、表面に色素増感剤が担持された金属酸化物半導体微粒子を含む多孔質
層と、上記電解質層を封止するように形成されたシール材とを有する色素増感型太陽電池
であって、上記電解質層と上記多孔質層の幅が異なっており、かつ上記シール材が上記電
解質層および多孔質層の端部を覆い、さらに上記対電極基材の表面に上記電解質層が接し
ないように形成されていることを特徴とする色素増感型太陽電池を提供する。
【００１４】
　本発明によれば、上記シール材が上記電解質層および多孔質層の端部を覆い、さらに上
記対電極基材に上記電解質層が接しないように形成されていることにより、本発明の色素
増感型太陽電池において電解質層が対電極基材に直接的に接する箇所（図７（ｂ）中、Ｂ
で示す界面）をなくすことができる。
　また、上記電解質層と上記多孔質層との幅が異なっていることにより、多孔質層とシー
ル材との界面距離を長くすることができるため、電解質層がシール材と多孔質層の隙間に
染み込んだとしても対電極基材に到達することを防止することができる。このため、本発
明によれば電解質層と対電極基材とが直接的に接することによる逆電子移動を防止できる
。
　このようなことから本発明によれば、簡易な方法で逆電子移動を防止し、発電効率が著
しく改善された色素増感型太陽電池を得ることができる。
【００１５】
　本発明においては、上記電解質層の幅が上記多孔質層の幅よりも狭いことが好ましい。
これにより、本発明の色素増感型太陽電池を簡易な工程で製造することが可能になるから
である。
【００１６】
　また本発明においては、上記電解質層と上記多孔質層との幅の差が０．５ｍｍ～５ｍｍ
の範囲内であることが好ましい。電解質層と多孔質層との幅の差が上記範囲よりも少ない
と、色素増感型太陽電池を作製することが困難になる場合があるからである。また多孔質
層とシール材との界面距離が短くなり、電解質層が多孔質層とシール材との隙間に染み込
んで第１電極層または対電極基材に到達し、逆電子移動を完全に防止できなくなくなる可
能性があるからである。さらに、電解質層と多孔質層との幅の差が上記範囲よりも大きい
と発電に寄与する多孔質層の面積が少なくなり、逆電子移動を防止したとしても著しい発
電効率の向上が望めなくなる可能性があるからである。
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【発明の効果】
【００１７】
　本発明の色素増感型太陽電池は、簡易な方法で逆電子移動を防止し、発電効率が著しく
改善され、優れた特性を有するという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１態様の色素増感型太陽電池の一例を示す概略断面図である。
【図２】本発明の第１態様の色素増感型太陽電池の他の例を示す概略断面図である。
【図３】本発明の色素増感型太陽電池における多孔質層と電解質層との幅の差を説明する
概略図である。
【図４】本発明の第１態様の色素増感型太陽電池の他の例を示す概略断面図である。
【図５】本発明の第１態様の色素増感型太陽電池を製造する方法の一例を示す概略図であ
る。
【図６】本発明の第２態様の色素増感型太陽電池の一例を示す概略断面図である。
【図７】一般的な色素増感型太陽電池の一例を示す概略図である。
【図８】一般的な色素増感型太陽電池の他の例を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の色素増感型太陽電池について詳細に説明する。
【００２０】
　本発明の色素増感型太陽電池は、多孔質層が形成されている位置に応じて、２つの態様
に大別することができる。
　したがって、以下、各態様に分けて本発明の色素増感型太陽電池について説明する。
【００２１】
　Ａ．第１態様の色素増感型太陽電池
１．色素増感型太陽電池
　本発明の第１態様の色素増感型太陽電池は、基材、および上記基材上に形成された第１
電極層を有する色素増感型太陽電池用基材と、上記色素増感型太陽電池用基材に対向する
ように配置され、電極としての機能を備える対電極基材と、上記色素増感型太陽電池用基
材および上記対電極基材の間に形成された電解質層と、上記色素増感型太陽電池用基材の
第１電極層上に積層され、かつ上記電解質層と接するように形成されており、表面に色素
増感剤が担持された金属酸化物半導体微粒子を含む多孔質層と、上記電解質層を封止する
ように形成されたシール材とを有するものであって、上記電解質層と上記多孔質層の幅が
異なっており、かつ上記シール材が上記電解質層および多孔質層の端部を覆い、さらに上
記第１電極層に上記電解質層が接しないように形成されていることを特徴とするものであ
る。
【００２２】
　このような本態様の色素増感型太陽電池について図を参照しながら説明する。図１は本
態様の色素増感型太陽電池の一例を示す概略断面図である。図１に例示するように、本態
様の色素増感型太陽電池１０は、基材１ａ、および上記基材１ａ上に形成された第１電極
層１ｂを有する色素増感型太陽電池用基材１と、上記色素増感型太陽電池用基材１に対向
するように配置され、電極としての機能を備える対電極基材２と、上記色素増感型太陽電
池用基材１および上記対電極基材２の間に形成された電解質層３と、上記色素増感型太陽
電池用基材１の第１電極層１ｂ上に積層され、かつ上記電解質層３と接するように形成さ
れており、表面に色素増感剤が担持された金属酸化物半導体微粒子を含む多孔質層４と、
上記電解質層３を封止するように形成されたシール材５とを有するものである。
　このような例において、本態様の色素増感型太陽電池１０は、上記電解質層３と上記多
孔質層４の幅が異なっており、かつシール材５が上記電解質層３および多孔質層４の端部
を覆い、さらに上記第１電極層１ｂに上記電解質層３が接しないように形成されているこ
とを特徴とするものである。
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【００２３】
　本態様によれば、上記シール材が上記電解質層および多孔質層の端部を覆い、さらに上
記第１電極層に上記電解質層が接しないように形成されていることにより、本態様の色素
増感型太陽電池において電解質層が第１電極層に直接的に接する箇所（図７（ａ）中、Ｂ
で示す界面）をなくすことができる。
　また、上記電解質層と上記多孔質層との幅が異なっていることにより、多孔質層とシー
ル材との界面距離を長くすることができるため、電解質層が多孔質層とシール材との隙間
に染み込んだとしても第１電極層に到達することを防止することができる。このため、本
態様によれば電解質層と第１電極層とが直接的に接することによる逆電子移動を防止でき
る。
　このようなことから本態様によれば、簡易な方法で逆電子移動を防止し、発電効率が著
しく改善された色素増感型太陽電池を得ることができる。
【００２４】
　本態様の色素増感型太陽電池は、上記多孔質層と上記電解質層との幅が異なっているこ
とを特徴の一つとするものである。
【００２５】
　本態様において、電解質層と多孔質層との幅が異なる態様について図を参照しながら説
明する。図２は本態様の色素増感型太陽電池において、多孔質層と電解質層との幅が異な
る態様について説明する概略断面図である。図２に例示するように、本態様の色素増感型
太陽電池において多孔質層と電解質層の幅が異なる態様としては、多孔質層４の幅が電解
質層３の幅よりも広い態様であってもよく（図２（ａ））、あるいは電解質層３の幅が多
孔質層４の幅よりも広い態様であってもよい（図２（ｂ））。
【００２６】
　本態様においては、多孔質層と電解質層との幅が異なる態様として、上記のいずれの態
様であっても好適に用いることができるが、通常、電解質層の幅が多孔質層の幅よりも狭
い態様であることが好ましい。これにより、本態様の色素増感型太陽電池を簡易な工程で
製造することが可能になるからである。
【００２７】
　また本態様における上記電解質層と上記多孔質層との幅の差としては、多孔質層とシー
ル材との界面距離を長くし、電解質層が多孔質層とシール材との隙間に染み込んだとして
も第１電極層に到達することを防止できる範囲内であれば特に限定されるものではない。
具体的な幅の差は電解質層の形態や組成等によって決定されるものであり、一義的に決定
されるものではないが、なかでも本態様においては０．５ｍｍ～５ｍｍの範囲内であるこ
とが好ましく、１ｍｍ～４ｍｍの範囲内であることがより好ましく、１ｍｍ～２ｍｍの範
囲内であることがさらに好ましい。電解質層と多孔質層との幅の差が上記範囲よりも小さ
いと、多孔質層とシール材との界面距離が短くなり、電解質層が多孔質層とシール材との
隙間に染み込んで第１電極層に到達し、電解質層が第１電極層に直接的に接触してしまう
場合があるからである。また、電解質層と多孔質層との幅の差が上記範囲よりも大きいと
発電に寄与する多孔質層の面積が少なくなり、逆電子移動を防止したとしても著しい発電
効率の向上が望めなくなる可能性があるからである。
【００２８】
　なお、上記電解質層と多孔質層との幅の差は、任意の一端における電解質層の端部から
多孔質層の端部までの距離を意味するものである。図３は、上記電解質層と多孔質層との
幅の差について説明する概略図である。図３（ａ）、（ｂ）に示すように、本態様におけ
る上記電解質層３と多孔質層４との幅の差は、電解質層３の端部から多孔質層４の端部ま
での距離Ｘを意味するものである。
【００２９】
２．電解質層
　次に、本態様に用いられる電解質層について説明する。本態様に用いられる電解質層は
、本態様の色素増感型太陽電池において色素増感型太陽電池用基材と対電極基材との間に
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形成されるものである。また、本態様に用いられる電解質層は、その幅が多孔質層の幅と
異なるように形成されていることを特徴とするものである。
【００３０】
　本態様に用いられる電解質層は、ゲル状、固体状または液体状のいずれの形態からなる
電解質層であってもよい。また、本態様に用いられる電解質層は酸化還元対を含有するも
のであってもよく、あるいは含有しないものであってもよい。酸化還元対が用いられる場
合、本態様に用いられる酸化還元対としては、一般的に色素増感型太陽電池の電解質層に
用いられているものであれば特に限定されるものではないが、なかでもヨウ素およびヨウ
化物の組合せ、臭素および臭化物の組合せであることが好ましい。
【００３１】
　上記酸化還元対として本態様に用いられるヨウ素およびヨウ化物の組合せとしては、例
えば、ＬｉＩ、ＮａＩ、ＫＩ、ＣａＩ２等の金属ヨウ化物と、Ｉ２との組合せを挙げるこ
とができる。
　さらに、上記臭素および臭化物の組合せとしては、例えば、ＬｉＢｒ、ＮａＢｒ、ＫＢ
ｒ、ＣａＢｒ２等の金属臭化物と、Ｂｒ２との組合せを挙げることができる。
【００３２】
　また、電解質層を液体状とする場合には、例えばアセトニトリル、メトキシアセトニト
リル、炭酸プロピレンなどを溶媒とし、酸化還元対を含有させたものや、同じくイミダゾ
リウム塩をカチオンとするイオン性液体を溶媒とすることができる。
【００３３】
　一方、電解質層をゲル状とした場合には、物理ゲルと化学ゲルのいずれであってもよい
。ここで、物理ゲルは物理的な相互作用で室温付近においてゲル化しているものであり、
化学ゲルは架橋反応などにより化学結合でゲルを形成しているものである。
　また、固体状の電解質層としては、例えば、ＣｕＩ、ポリピロール、ポリチオフェン等
からなるものを挙げることができる。
【００３４】
３．多孔質層
　次に、本態様に用いられる多孔質層について説明する。本態様に用いられる多孔質層は
、表面に色素増感剤が担持された金属酸化物半導体微粒子を含有するものであり、後述す
る色素増感型太陽電池用基材の第１電極層上に積層され、かつ上記電解質層に接するよう
に形成されるものである。
【００３５】
（金属酸化物半導体微粒子）
　本態様に用いられる金属酸化物半導体微粒子としては、半導体特性を備える金属酸化物
からなるものであれば特に限定されるものではない。本態様に用いられる金属酸化物半導
体微粒子を構成する金属酸化物としては、例えば、ＴｉＯ２、ＺｎＯ、ＳｎＯ２、ＩＴＯ
、ＺｒＯ２、ＭｇＯ、Ａｌ２Ｏ３、ＣｅＯ２、Ｂｉ２Ｏ３、Ｍｎ３Ｏ４、Ｙ２Ｏ３、ＷＯ

３、Ｔａ２Ｏ５、Ｎｂ２Ｏ５、Ｌａ２Ｏ３等を挙げることができる。これらの金属酸化物
半導体微粒子は、多孔性の多孔質層を形成するのに適しており、エネルギー変換効率の向
上、コストの削減を図ることができるため本態様に好適に用いられる。
【００３６】
　本態様に用いられる金属酸化物半導体微粒子は、すべて同一の金属酸化物からなるもの
であってもよく、あるいは異なる金属酸化物からなるものが２種類以上用いられていても
よい。また、本態様に用いられる金属酸化物半導体微粒子は、一種をコア微粒子とし、他
の金属酸化物半導体により、コア微粒子を包含してシェルを形成するコアシェル構造とし
てもよい。
　なかでも本態様においてはＴｉＯ２からなる金属酸化物半導体微粒子を用いることが最
も好ましい。ＴｉＯ２は特に半導体特性に優れるからである。
【００３７】
　本態様に用いられる金属酸化物半導体微粒子の平均粒径としては、多孔質層の比表面積
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を所望の範囲内にできる程度であれば特に限定されるものではないが、通常、１ｎｍ～１
０μｍの範囲内が好ましく、特に１０ｎｍ～１０００ｎｍの範囲内であることが好ましい
。平均粒径が上記範囲よりも小さいと各々の金属酸化物半導体微粒子が凝集し二次粒子を
形成してしまう場合があり、また平均粒径が上記範囲より大きいと、多孔質層が厚膜化し
てしまうだけではなく、多孔質層の多孔度、すなわち比表面積が減少してしまう可能性が
あるからである。ここで、多孔質層の比表面積が小さくなると、例えば、光電変換するの
に十分な色素増感剤を多孔質層に担持させることが困難になる場合がある。
　なお、上記金属酸化物半導体微粒子の平均粒径は一次粒径を意味するものとする。
【００３８】
　また本態様においては、上記金属酸化物半導体微粒子としてすべて同一の平均粒径のも
のを用いてもよく、あるいは、平均粒径の異なる複数の金属酸化物半導体微粒子を２種類
以上用いてもよい。平均粒径の異なる金属酸化物半導体微粒子を併用することにより、多
孔質層における光散乱効果を高めることができ、本態様の色素増感型太陽電池をより発電
効率に優れたものにできるという利点がある。
【００３９】
　本態様において、平均粒径の異なる金属酸化物半導体微粒子を２種類以上用いる場合、
異なる平均粒径の組み合わせとしては、例えば、平均粒径が１０ｎｍ～５０ｎｍの範囲内
にある金属酸化物半導体微粒子と、平均粒径が５０ｎｍ～８００ｎｍの範囲内にある金属
酸化物半導体微粒子との組み合わせを例示することができる。
【００４０】
（色素増感剤）
　本態様に用いられる色素増感剤としては、光を吸収して起電力を生じさせることが可能
なものであれば特に限定はされない。このような色素増感剤としては、有機色素または金
属錯体色素を挙げることができる。上記有機色素としては、アクリジン系、アゾ系、イン
ジゴ系、キノン系、クマリン系、メロシアニン系、フェニルキサンテン系の色素が挙げら
れる。本態様においてはこれらの有機色素の中でも、クマリン系色素を用いることが好ま
しい。また、上記金属錯体色素としてはルテニウム系色素を用いることが好ましく、特に
ルテニウム錯体であるルテニウムビピリジン色素およびルテニウムターピリジン色素を用
いることが好ましい。このようなルテニウム錯体は吸収する光の波長範囲が広いため、光
電変換できる光の波長領域を大幅に広げることができるからである。
【００４１】
（任意の成分）
　本態様に用いられる多孔質層には、上記金属酸化物半導体微粒子の他に任意の成分が含
まれていてもよい。本態様に用いられる任意の成分としては、例えば、バインダー樹脂を
挙げることができる。上記多孔質層にバインダー樹脂が含有されることにより、本態様に
用いられる多孔質層を脆性の低いものにできるからである。
【００４２】
　本態様において多孔質層に用いることができるバインダー樹脂としては、多孔質層の脆
性を所望の程度にできるものであれば特に限定されるものではない。もっとも、本態様に
おいては、多孔質層が電解質層と接するように形成されることから電解質層に対する耐性
を備えるバインダー樹脂が用いられることが必要になる。このようなバインダー樹脂とし
ては、例えば、ポリビニルピロリドン、エチルセルロース、カプロラクタン等を挙げるこ
とができる。
【００４３】
　なお、本態様に用いられるバインダー樹脂は１種類のみであってもよく、あるいは２種
類以上であってもよい。
【００４４】
（その他）
　本態様に用いられる多孔質層の厚みは、本態様の色素増感型太陽電池の用途に応じて、
適宜決定できるものであり特に限定されるものではい。なかでも本態様における多孔質層
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の厚みは、通常、１μｍ～１００μｍの範囲内であることが好ましく、特に３μｍ～３０
μｍの範囲内であることが好ましい。多孔質層の厚みが上記範囲よりも厚いと、多孔質層
自体の凝集破壊が起りやすく、膜抵抗となりやすくなってしまう場合があるからである。
また、多孔質層の厚みが上記範囲よりも薄いと厚みが均一な多孔質層を形成するのが困難
となったり、色素増感剤が担持される量が少なくなり、太陽光を十分に吸収できないため
に性能不良になる可能性があるからである。
【００４５】
　本態様における多孔質層は単一の層からなる構成でもよく、また複数の層が積層された
構成でもよい。複数の層が積層された構成を有する多孔質層としては、本態様に用いられ
る色素増感型太陽電池用基材の製造方法等に応じて任意の構成を適宜選択して採用するこ
とができる。このような構成としては、例えば、多孔質層が上記第１電極層と接する酸化
物半導体層と、上記酸化物半導体層上に形成され、かつ上記酸化物半導体層よりも空孔率
が高い介在層とからなる２層構造である態様を挙げることができる。多孔質層がこのよう
な酸化物半導体層と介在層とからなる２層構造を有することにより、本態様に用いられる
多孔質層を、いわゆる転写法により容易に作製することができるからである。すなわち、
本態様に用いられる多孔質層は、耐熱基板上で焼成することにより色素増感型太陽電池用
基材上に多孔質層を形成した後、これらの層を基材上に転写する方法によって作製するこ
とも可能であるところ、本態様における多孔質層を上述した酸化物半導体層と介在層とか
らなる２層構造とすることにより、多孔質層の性能を低下させることなく耐熱基板と多孔
質層との密着力を低下させることが可能になる結果、転写方式により本態様に用いられる
色素増感型太陽電池用基材を作製することが容易になるからである。
【００４６】
　多孔質層を上記酸化物半導体層と上記介在層との２層構造を有するものにする場合、酸
化物半導体層と介在層との厚み比としては特に限定されるものではないが、なかでも酸化
物半導体層の厚み：介在層の厚みが１０：０．１～１０：５の範囲内であることが好まし
く、さらには１０：０．１～１０：３の範囲内であることが好ましい。
【００４７】
　上記酸化物半導体層の空孔率としては、１０％～６０％の範囲内であることが好ましく
、中でも２０％～５０％の範囲内であることが好ましい。酸化物半導体層の空孔率が上記
範囲よりも小さいと、例えば、多孔質層において太陽光を有効に吸収できなくなる可能性
があるからである。また上記範囲よりも大きいと、多孔質層に所望量の色素増感剤を担持
させることができなくなる可能性があるからである。
【００４８】
　また上記介在層の空孔率としては、上記酸化物半導体層の空孔率よりも大きければ特に
限定されないが、通常、２５％～６５％の範囲内であることが好ましく、なかでも、３０
％～６０％の範囲内であることが好ましい。
【００４９】
　なお、本態様における空孔率とは単位体積当たりの金属酸化物半導体微粒子の非占有率
のことを示す。上記空孔率は、細孔容積をガス吸着量測定装置（Ａｕｔｏｓｏｒｂ－１Ｍ
Ｐ；Ｑｕａｎｔａｃｈｒｏｍｅ製)にて測定し、単位面積あたりの体積との比率から算出
する方法により測定することができる。介在層の空孔率については酸化物半導体層と積層
された多孔質層としての空孔率を求めた後、酸化物半導体層単体で求めた値より算出する
ことができる。
【００５０】
４．シール材
　次に、本態様に用いられるシール材について説明する。本態様に用いられるシール材は
、上記電解質層および多孔質層の端部を覆い、さらに上記第１電極層に上記電解質層が接
しないように形成されていることにより、電解質層と第１電極層とが直接的に接触して逆
電子移動が生じることを防止するとともに、電解質層を封止する機能を有するものである
。
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【００５１】
　本態様に用いられるシール材としては、電解質層に対して耐久性を有する材料からなる
ものであれば特に限定なく用いることができる。このようなシール材としては、例えば、
ヒートシール可能な各種の熱可塑性樹脂乃至熱可塑性エラストマー、低密度ポリエチレン
、高密度ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ１－ブテン、ポリ４－メチル－１－ペンテ
ン、或いはエチレン、プロピレン、１－ブテン、４－メチル－１－ペンテン等のα－オレ
フィン同士のランダム乃至ブロック共重合体等のポリオレフィン系樹脂；エチレン－酢酸
ビニル共重合体、エチレン－ビニルアルコール共重合体、エチレン－塩化ビニル共重合体
等のエチレン－ビニル化合物共重合体樹脂；ポリスチレン、アクリロニトリル－スチレン
共重合体、ＡＢＳ、α－メチルスチレン－スチレン共重合体等のスチレン系樹脂；ポリビ
ニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、塩化ビ
ニル－塩化ビニリデン共重合体、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリアクリル酸メ
チル、ポリメタクリル酸メチル等のビニル系樹脂；ナイロン６、ナイロン６－６、ナイロ
ン６－１０、ナイロン１１、ナイロン１２等のポリアミド樹脂；ポリエチレンテレフタレ
ート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等のポリエステル樹脂；
ポリカーボネート；ポリフェニレンオキサイド；カルボキシメチルセルロース、ヒドロキ
シエチルセルロースなどのセルロース誘導体；酸化澱粉、エーテル化澱粉、デキストリン
などの澱粉；及びこれらの混合物からなる樹脂などを使用することができる。
【００５２】
　なお、本態様に用いられるシール材の厚みは、通常１μｍ～１００μｍの範囲内である
ことが好ましく、１μｍ～５０μｍの範囲内であることがより好ましい。ここで、本態様
におけるシール材の厚みは、色素増感型太陽電池用基材と対電極基材との間隔に相当する
ものになる。
【００５３】
５．色素増感型太陽電池用基材
　次に、本態様に用いられる色素増感型太陽電池用基材について説明する。本態様に用い
られる色素増感型太陽電池用基材は、基材と、上記基材上に形成された第１電極層とを有
するものである。
　以下、このような色素増感型太陽電池用基材に用いられる各構成について順に説明する
。
【００５４】
（１）基材
　まず、本態様に用いられる基材について説明する。本態様に用いられる基材としては、
本態様に用いられる第１電極層、および多孔質層を支持することが可能な程度の自己支持
性を有するものであれば特に限定されるものではない。したがって、本態様に用いられる
基材は可撓性を有するフレキシブル材であってもよく、または、石英ガラス、パイレック
ス（登録商標）、合成石英板等の可撓性を有さないリジッド材であってもよい。なかでも
本態様に用いられる基材はフレキシブル材であることが好ましく、上記フレキシブル材の
なかでも樹脂製基材であることが好ましい。樹脂製基材は加工性に優れ、製造コストの低
減ができるからである。
【００５５】
　上記樹脂製基材としては、例えば、エチレン・テトラフルオロエチレン共重合体フィル
ム、二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリエーテルサルフォン（ＰＥＳ）
フィルム、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）フィルム、ポリエーテルイミド（Ｐ
ＥＩ）フィルム、ポリイミド（ＰＩ）フィルム、ポリエステルナフタレート（ＰＥＮ）、
ポリカーボネート（ＰＣ）等の樹脂からなる基材等を挙げることができる、なかでも本態
様においては二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム（ＰＥＴ）、ポリエステルナ
フタレートフィルム（ＰＥＮ）、ポリカーボネートフィルム（ＰＣ）が用いられることが
好ましい。
【００５６】
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　また、本態様に用いられる基材の厚みは、本態様の色素増感型太陽電池の用途等に応じ
て適宜選択することができるものであるが、通常、５０μｍ～２０００μｍの範囲内であ
ることが好ましく、特に７５μｍ～１８００μｍの範囲内であることが好ましく、さらに
１００μｍ～１５００μｍの範囲内であることが好ましい。
【００５７】
　また、本態様に用いられる基材は、耐熱性、耐候性、水蒸気、その他のガスバリア性に
優れたものであることが好ましい。上記基材がガスバリア性を有することにより、例えば
、本態様の色素増感型太陽電池の経時安定性を向上できるからである。なかでも本態様に
おいては、酸素透過率が温度２３℃、湿度９０％の条件下において１ｃｃ／ｍ２／ｄａｙ
・ａｔｍ以下、水蒸気透過率が温度３７．８℃、湿度１００％の条件下において１ｇ／ｍ
２／ｄａｙ以下のガスバリア性を有する基材を用いることが好ましい。本態様においては
、このようなガスバリア性を達成するために、基材上に任意のガスバリア層を設けたもの
を用いてもよい。
【００５８】
（２）第１電極層
　次に、本態様に用いられる第１電極層について説明する。本態様に用いられる第１電極
層は、上記基材上に形成されたものである。
【００５９】
　本態様に用いられる第１電極層を構成する材料としては、所望の導電性を有する材料で
あれば特に限定されるものではなく、導電性高分子材料や金属酸化物等を用いることがで
きる。
　上記金属酸化物としては、所望の導電性を有するものであれば特に限定されるものでは
ない。なかでも本態様に用いられる金属酸化物は太陽光に対して透過性を有するものであ
ることが好ましい。このような太陽光に対する透過性を有する金属酸化物としては、例え
ば、ＳｎＯ２、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＺｎＯを挙げることができる。本態様においては、これ
らのいずれの金属酸化物であっても好適に用いることができるが、なかでもフッ素ドープ
したＳｎＯ２（以下、ＦＴＯと称する。）、ＩＴＯを用いることが好ましい。ＦＴＯおよ
びＩＴＯは、導電性および太陽光の透過性の両方に優れているからである。
　一方、上記導電性高分子材料としては、例えば、ポリチオフェン、ポリエチレンスルフ
ォン酸（ＰＳＳ）、ポリアニリン（ＰＡ）、ポリピロール、ポリエチレンジオキシチオフ
ェン（ＰＥＤＯＴ）等を挙げることができる。また、これらを２種以上混合して用いるこ
ともできる。
【００６０】
　本態様に用いられる第１電極層は、単一の層からなる構成であってもよく、また、複数
の層が積層された構成であってもよい。複数の層が積層された構成としては、例えば、仕
事関数が互いに異なる材料からなる層が積層された態様や、互いに異なる金属酸化物から
なる層が積層された態様を挙げることができる。
【００６１】
　本態様に用いられる第１電極層の厚みは、本態様の色素増感型太陽電池の用途等に応じ
て、所望の導電性を実現できる範囲内であれば特に限定されない。なかでも本態様におけ
る第１電極層の厚みとしては、通常、５ｎｍ～２０００ｎｍの範囲内が好ましく、特に１
０ｎｍ～１０００ｎｍの範囲内であることが好ましい。厚みが上記範囲よりも厚いと、均
質な第１電極層を形成することが困難となる場合や全光線透過率が低下して良好な光電変
換効率を得ることが難しくなる場合があり、また、厚みが上記範囲よりも薄いと、第１電
極層の導電性が不足する可能性があるからである。
　なお、上記厚みは、第１電極層が複数の層から構成される場合には、すべての層の厚み
を合計した総厚みを指すものとする。
【００６２】
（３）任意の構成
　本態様に用いられる色素増感型太陽電池用基材は、少なくとも上記基材、および第１電
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極層を有するものであればよいが、必要に応じて他の任意の構成を有してもよいものであ
る。本態様に用いられる任意の構成としては、例えば、上記第１電極層に接するように形
成され、導電性材料からなる補助電極を挙げることができる。このような補助電極が形成
されていることにより、上記第１電極層の導電性が不足する場合に、それを補充すること
ができるため、本態様の色素増感型太陽電池をより発電効率に優れたものにできるという
利点がある。
【００６３】
（４）色素増感型太陽電池用基材の製造方法
　上記色素増感型太陽電池用基材の製造方法としては、上述した構成を有する色素増感型
太陽電池用基材を製造できる方法であれば特に限定されるものではなく、一般的に公知の
方法を適宜参考にして用いることができる。
【００６４】
６．対電極基材
　次に、本態様に用いられる対電極基材について説明する。本態様における対電極基材は
、電極としての機能を有するものである。
【００６５】
　本態様に用いられる対電極基材としては、電極としての機能を有するものであれば特に
限定されるものではない。このような対電極基材としては、金属箔からなるものや、対向
基材上に、第２電極層が形成された構成を有するもの等を挙げることができる。
【００６６】
　本態様に用いられる対電極基材として金属箔からなるものが用いられる場合は、金属箔
それ自体が電極としての機能を有するため、他の構成を有することは必須ではないことに
なる。上記対電極基材として用いられる金属箔としては、例えばチタン、ステンレス、ア
ルミニウム、銅等からなるものを挙げることができる。また、金属箔からなる対電極基材
が用いられる場合、当該金属箔の厚みとしては、対電極基材に所望の自己支持性を付与で
きる範囲内であれば特に限定されるものではないが、通常、５μｍ～１０００μｍの範囲
内であることが好ましく、１０μｍ～５００μｍの範囲内であることがより好ましく、２
０μｍ～２００μｍの範囲内であることがさらに好ましい。
【００６７】
　次に、上記対電極基材として対向基材上に第２電極層が形成された構成を有するものを
用いる場合、当該第２電極層としては、所望の導電性を有する導電性材料からなるもので
あれば特に限定されるものではなく、導電性高分子材料や金属酸化物等からなるものを用
いることができる。ここで、上記導電性高分子材料や金属酸化物については、上記第１電
極層に用いられるものとして説明したものを用いることができる。
【００６８】
　本態様に用いられる第２電極層は、単一の層からなる構成であってもよく、また、複数
の層が積層された構成であってもよい。複数の層が積層された構成としては、例えば、仕
事関数が互いに異なる材料からなる層を積層する態様や、互いに異なる金属酸化物からな
る層を積層する態様を挙げることができる。また、本態様に用いられる第２電極層の厚み
は、通常、５ｎｍ～２０００ｎｍの範囲内が好ましく、特に１０ｎｍ～１０００ｎｍの範
囲内であることが好ましい。
　本態様に用いられる対向基材は、上記色素増感型太陽電池用基材に用いられる基材と同
様のものを用いることができるため、ここでの説明は省略する。
【００６９】
　また、本態様に用いられる対電極基材には必要に応じて触媒層が形成されていてもよい
。対電極基材に触媒層が形成されていることにより、本態様の色素増感型太陽電池をより
発電効率に優れたものにできる。このような触媒層の例としては、例えば、上記第２電極
層上にＰｔを蒸着した態様や、ポリエチレンジオキシチオフェン（ＰＥＤＯＴ）、ポリス
チレンスルフォン酸（ＰＳＳ）、ポリアニリン（ＰＡ）、パラトルエンスルホン酸（ＰＴ
Ｓ）およびこれらの混合物から触媒層を形成する態様を挙げることができるが、この限り
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ではない。なお、対電極基材として対向基材と第２電極層とを有するものが用いられる場
合、上記触媒層は第２電極層上に形成されることになる。
【００７０】
７．色素増感型太陽電池の態様
　本態様の色素増感型太陽電池は、上記多孔質層、および上記対電極基材がパターニング
されていることにより、一対の色素増感型太陽電池用基材および対電極基材の間に複数の
セルが連結された構成を有するものであってもよい。このような構成を有することにより
、本態様の色素増感型太陽電池を起電力の高いものにできるからである。
　図４は、上記対電極基材として対向基材と第２電極層とを有するものが用いられる場合
において、一対の色素増感型太陽電池用基材および対電極基材に複数のセルが連結された
構成を有する場合の一例を示す概略断面図である。図４は、一例として３つのセルが連結
した構成を有するものであり、図４（ａ）は、直列に連結された態様、図４（ｂ）は並列
に連結された態様を示すものである。なお、図４（ａ）における６は配線を示す。
【００７１】
　また、上記多孔質層等のパターニングの形状としては、本態様の色素増感型太陽電池に
求める起電力等により任意に決定することができるが、なかでも本態様においてはストラ
イプ形状が最も好ましい。
【００７２】
８．色素増感型太陽電池の製造方法
　次に、本態様の色素増感型太陽電池の製造方法について説明する。本態様の色素増感型
太陽電池は、例えば、上記色素増感型太陽電池用基材上に多孔質層を形成し、上記対電極
基材との間に電解質層を形成することにより製造することができる。
【００７３】
　本態様において、上記色素増感型太陽電池用基材と、上記対電極基材との間に電解質層
を形成する方法としては、電解質層を厚み精度よく形成できる方法であれば特に限定され
ない。このような方法としては、例えば上記色素増感型太陽電池用基材上に形成された多
孔質層の周囲および第１電極層の表面を覆うようにシール材を形成した後、上記シール材
で囲まれた内側であり、かつ多孔質層上に電解質層を形成し、さらに当該電解質層上に対
電極基材を配置する方法を挙げることができる。
【００７４】
　このような色素増感型太陽電池の製造方法について図を参照しながら説明する。図５は
本態様の色素増感型太陽電池の製造方法について、その一例を説明する概略図である。図
５に例示するように、本態様の色素増感型太陽電池１０は、多孔質層４が積層された色素
増感型太陽電池用基材１を準備し（図５（ａ））、第１電極層１ｂの表面上において上記
多孔質層４を囲うようにシール材５を形成し（図５（ｂ））、上記シール材５で囲まれた
内側であり、かつ上記多孔質層４上に電解質層３を形成し（図５（ｃ））、さらに当該電
解質層３上に対電極基材２を配置する方法を挙げることができる（図５（ｄ））。
【００７５】
Ｂ．第２態様の色素増感型太陽電池
１．色素増感型太陽電池
　本発明の第２態様の色素増感型太陽電池は、基材、および上記基材上に形成された第１
電極層を有する色素増感型太陽電池用基材と、上記色素増感型太陽電池用基材に対向する
ように配置され、電極としての機能を備える対電極基材と、上記色素増感型太陽電池用基
材および上記対電極基材の間に形成された電解質層と、上記対電極基材上に積層され、か
つ上記電解質層と接するように形成されており、表面に色素増感剤が担持された金属酸化
物半導体微粒子を含む多孔質層と、上記電解質層を封止するように形成されたシール材と
、を有するものであって、上記電解質層と上記多孔質層の幅が異なっており、かつ上記シ
ール材が上記電解質層および多孔質層の端部を覆い、さらに上記対電極基材の表面に上記
電解質層が接しないように形成されていることを特徴とするものである。
【００７６】
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　このような本態様の色素増感型太陽電池について図を参照しながら説明する。図６は本
態様の色素増感型太陽電池の一例を示す概略断面図である。図６に例示するように、本態
様の色素増感型太陽電池１０は、基材１ａ、および上記基材１ａ上に形成された第１電極
層１ｂを有する色素増感型太陽電池用基材１と、上記色素増感型太陽電池用基材１に対向
するように配置され、電極としての機能を備える対電極基材２と、上記色素増感型太陽電
池用基材１および上記対電極基材２の間に形成された電解質層３と、上記対電極基材２上
に積層され、かつ上記電解質層３と接するように形成されており、表面に色素増感剤が担
持された金属酸化物半導体微粒子を含む多孔質層４と、上記電解質層３を封止するように
形成されたシール材５とを有するものである。
　このような例において、本態様の色素増感型太陽電池１０は、上記電解質層３と上記多
孔質層４の幅が異なっており、かつ上記シール材５が上記電解質層３および多孔質層４の
端部を覆い、さらに上記対電極基材２の表面に上記電解質層３が接しないように形成され
ていることを特徴とするものである。
【００７７】
　本発明によれば、上記シール材が上記電解質層および多孔質層の端部を覆い、さらに上
記対電極基材に上記電解質層が接しないように形成されていることにより、本発明の色素
増感型太陽電池において電解質層が対電極基材に直接的に接する箇所（図７（ｂ）中、Ｂ
で示す界面）をなくすことができる。
　また、上記電解質層と上記多孔質層との幅が異なっていることにより、多孔質層とシー
ル材との界面距離を長くすることができるため、電解質層がシール材と多孔質層の隙間に
染み込んだとしても対電極基材に到達することを防止することができる。このため、本発
明によれば電解質層と対電極基材とが直接的に接することによる逆電子移動を防止できる
。
　このようなことから本発明によれば、簡易な方法で逆電子移動を防止し、発電効率が著
しく改善された色素増感型太陽電池を得ることができる。
【００７８】
　ここで、本態様の色素増感型太陽電池において、多孔質層と電解質層の幅が異なる態様
については、上記「Ａ．第１態様の色素増感型太陽電池」の項において説明したものと同
様である。
【００７９】
２．電解質層
　本態様に用いられる電解質層は、上記「Ａ．第１態様の色素増感型太陽電池」の項にお
いて説明したものと同様であるため、ここでの説明は省略する。
【００８０】
３．多孔質層
　次に、本態様に用いられる多孔質層について説明する。本態様に用いられる多孔質層は
、表面に色素増感剤が担持された金属酸化物半導体微粒子を含有するものであり、対電極
基材上に積層され、かつ上記電解質層に接するように形成されるものである。なお、本態
様に用いられる多孔質層は、第１電極層上ではなく、対電極基材上に積層されていること
以外は、上記「Ａ．第１態様の色素増感型太陽電池」の項において説明したものと同様で
ある。
【００８１】
４．シール材
　次に、本態様に用いられるシール材について説明する。本態様に用いられるシール材は
、上記電解質層および多孔質層の端部を覆い、さらに上記対電極基材に上記電解質層が接
しないように形成されていることにより、電解質層と対電極基材とが直接的に接触して逆
電子移動が生じることを防止するとともに、電解質層を封止する機能を有するものである
。
　ここで、本態様に用いられるシール材は、第１電極層ではなく上記対電極基材に上記電
解質層が接しないように形成されていること以外は、上記「Ａ．第１態様の色素増感型太



(15) JP 4900443 B2 2012.3.21

10

20

30

40

50

陽電池」の項において説明したものと同様である。
【００８２】
５．色素増感型太陽電池用基材
　本態様に用いられる色素増感型太陽電池用基材は、上記「Ａ．第１態様の色素増感型太
陽電池」の項において説明したものと同様である。
　なお、本態様に用いられる色素増感型太陽電池用基材は、上記第１電極層上に触媒層が
形成されていることが好ましい。上記第１電極層上に触媒層が形成されていることにより
、本態様の色素増感型太陽電池をより発電効率に優れたものにできる。このような触媒層
の例としては、例えば、上記第１電極層上にＰｔを蒸着した態様や、ポリエチレンジオキ
シチオフェン（ＰＥＤＯＴ）、ポリスチレンスルフォン酸（ＰＳＳ）、ポリアニリン（Ｐ
Ａ）、パラトルエンスルホン酸（ＰＴＳ）およびこれらの混合物から触媒層を形成する態
様を挙げることができるがこの限りではない。上記第１電極層上に触媒層を形成する場合
、光透過性を損なわない範囲で触媒能を発揮させる必要があり、例えば、Ｐｔを蒸着した
態様では、Ｐｔの厚みは０．１～２０ｎｍが好ましい。０．１ｎｍを下回る場合、触媒能
が不足する可能性があり、２０ｎｍを上回る場合は透過する光の量が不足する可能性があ
る。
【００８３】
６．対電極基材
　本態様に用いられる対電極基材は、上記「Ａ．第１態様の色素増感型太陽電池」の項に
おいて説明したものと同様である。
【００８４】
７．色素増感型太陽電池の態様
　本態様の色素増感型太陽電池は、多孔質層等、および、上記色素増感型太陽電池用基材
の第１電極層等がパターニングされていることにより、一対の色素増感型太陽電池用基材
および対電極基材の間に複数のセルが連結された構成を有するものであってもよい。この
ような構成を有することにより、本態様の色素増感型太陽電池を起電力の高いものにでき
るからである。
【００８５】
８．色素増感型太陽電池の製造方法
　次に、本態様の色素増感型太陽電池の製造方法について説明する。本態様の色素増感型
太陽電池は、例えば、上記対電極基材上に多孔質層形成し、色素増感型太陽電池用基材と
、対電極基材との間に電解質層を形成することにより製造することができる。このような
方法は、多孔質層を対電極基材上に形成すること以外は、上記「Ａ．第１態様の色素増感
型太陽電池」の項において説明したものと同様であるため、ここでの説明は省略する。
【００８６】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は例示であり
、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と、実質的に同一の構成を有し、同様
な作用効果を奏するものは、いかなる場合であっても本発明の技術的範囲に包含される。
【実施例】
【００８７】
　以下、実施例を用いて、本発明をさらに具体的に説明する。
【００８８】
［実施例１］
　１ｍｍ厚のガラス基板を基材として用い、当該基材上に、第１電極層としてＦＴＯをス
パッタ法で厚み４００ｎｍで形成し、次いで２０ｍｍ×２０ｍｍ角に切り出し、色素増感
型太陽電池用基材を得た。第１電極層の表面抵抗率は１０Ω／□であった。
　次に、酸化チタン粉末（日本アエロジル社製：Ｐ－２５（商品名））に４ｗｔ％のエチ
ルセルロースとエタノールとを添加したインキを、乾燥後の厚みが８μｍとなるよう、第
１電極層上に１０ｍｍ×１０ｍｍ角の大きさに塗布して成膜し、５００℃で１５分焼成す
ることにより多孔質層を得た。
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　次に、色素増感剤として、ＳＯＬＡＲＯＮＩＸ社製のＲｕｔｈｅｎｉｕｍ５３５-ｂｉ
ｓＴＢＡ（商品名）を、エタノール溶剤に溶解し、濃度５×１０－４Ｍに調製して色素溶
液とした。この色素溶液に上記多孔質層を１２時間浸漬して多孔質層に色素を吸着させ、
その後エタノールで洗浄して乾燥させた。
　次に、１-メチル-３-プロピルイミダゾリウムアイオダイド（８ｇ）と、プロピオニト
リル（２ｇ）の混合溶液に脂環式エポキシ樹脂（０．５ｇ、ダイセル化学社製の商品名；
２０２１）とシリコーン樹脂（０．５ｇ、東レシリコーン社製のＳＨ６０１８）を加えて
溶解し、また、ヨウ素をヨウ素濃度が０．０３Ｍになるように溶解させ、電解質層組成物
とした。
　次に、上記多孔質層の外周部を２ｍｍ覆うように第１電極層上にシール材（三井・デュ
ポンポリケミカル社製ハイミラン２５μｍ）を配し、シール材に囲まれた多孔質層上に上
記電解質層組成物を積層した。
　次に、白金１５ｎｍをスパッタ法で積層したフッ素ドープ酸化錫電極を第２電極層とし
、ガラス基板を対向基材として用いた対電極基材を、上記第２電極層が電解質層と接する
ように配置し、１７０℃、１分加熱して本発明における色素増感型太陽電池を作製した。
【００８９】
［実施例２］
　実施例１の電解質層組成物に、エチルセルロース５ｗｔ％を含有させたこと以外は、実
施例１と同様の方法により色素増感型太陽電池を作製した。
【００９０】
［実施例３］
　１００μ厚のＰＥＮ基板を基材として用い、当該基材上に第１電極層としてＩＴＯをイ
オンプレーティング法で厚み２００ｎｍ形成した。次いで、２０ｍｍ×２０ｍｍ角に切り
出した。第１電極層の表面抵抗率は１５Ω／□であった。
　次に、多孔質層として、酸化チタンペースト（Ｓｏｌａｒｏｎｉｘ社製：Ｔｉ-Ｎａｎ
ｏｘｉｄｅ Ｔ-Ｌ）を、乾燥後の厚みが８μｍとなるよう、第１電極層上に１０ｍｍ×１
０ｍｍ角の大きさに塗布して成膜し、１５０℃で１時間乾燥させて多孔質層とした。
　次に、実施例１と同様にして多孔質層に色素を吸着させ、その後エタノールで洗浄して
乾燥させた。
【００９１】
　上記多孔質層の外周部を２ｍｍ覆うように第１電極層上にシール材（三井・デュポンポ
リケミカル社製ハイミラン２５μｍ）を配置し、シール材に囲まれた多孔質層上に実施例
１と同様にして電解質層組成物を積層した。
　次に、白金をつけたフッ素ドープ酸化錫電極を第２電極層とし、ガラス基板を対向基材
として用いた対電極基材を、上記第２電極層が電解質層と接するように配置し、１４０℃
、３分加熱して本発明における色素増感型太陽電池を作製した。
【００９２】
［実施例４］
　実施例１において、白金１５ｎｍをスパッタ法で積層した８０μｍ厚のチタン箔を対電
極基材とし、白金を電解質層と接するように配置した。また、多孔質層の外周部を１ｍｍ
覆うように第１電極層上にシール材（三井・デュポンポリケミカル社製ハイミラン２５μ
ｍ）を配した他は、実施例１と同様に作製した。
【００９３】
［実施例５］
　１ｍｍ厚のガラス基板を基材として用い、当該基材上に第１電極層としてＩＴＯをスパ
ッタ法で厚み２００ｎｍで形成し、次いで上記第１電極層上に白金をスパッタ法で１ｎｍ
積層した後、２０ｍｍ×２０ｍｍ角に切り出し、色素増感型太陽電池用基材を得た。第１
電極層の表面抵抗率は９Ω／□であった。
　次に、酸化チタン粉末（日本アエロジル社製：Ｐ－２５（商品名））に４ｗｔ％のエチ
ルセルロースとエタノールとを添加したインキを、乾燥後の厚みが７μｍとなるよう、対
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し、５００℃で１５分焼成することにより多孔質層を得た。
　次に、実施例１と同様にして多孔質層に色素を吸着させ、その後エタノールで洗浄して
乾燥させた。
　次に、実施例１の電解質層組成物にエチルセルロース５ｗｔ％を含有させ、電解質層組
成物とした。
　次に、上記多孔質層の外周部を１ｍｍ覆うように対電極基材上にシール材（三井・デュ
ポンポリケミカル社製ハイミラン２５μｍ）を配し、シール材に囲まれた多孔質層上に上
記電解質層組成物を積層した。
　次に、色素増感型太陽電池用基材を、白金が電解質層と接するよう配置し、１７０℃、
１分加熱して本発明における色素増感型太陽電池を作製した。
【００９４】
［実施例６］
　実施例５において、１００μｍ厚のＰＥＮフィルムを基材として用い、当該基材上に、
第１電極層としてＩＴＯをイオンレーティング法で厚み２００ｎｍ形成し、次いで上記第
１電極層上に白金をスパッタ法で１ｎｍ積層した後、２０ｍｍ×２０ｍｍ角に切り出し、
色素増感型太陽電池用基材を得た。第１電極層の表面抵抗率は１５Ω／□であった。色素
増感型太陽電池用基材を、白金が電解質層と接するよう配置し、１４０℃、３分加熱して
本発明における色素増感型太陽電池を作製した他は、実施例５と同様に行った。
【００９５】
［実施例７］
　実施例５において、白金をスパッタ法で５ｎｍ積層した他は、実施例５と同様に行った
。
【００９６】
［実施例８］
　実施例５において、白金をスパッタ法で１０ｎｍ積層した他は、実施例５と同様に行っ
た。
【００９７】
［比較例１］
　実施例１において、多孔質層の大きさを８ｍｍ×８ｍｍとし、シール材と多孔質層の間
を１ｍｍ空けた他は実施例１と同様に行った。
【００９８】
［比較例２］
　実施例３において、多孔質層の大きさを８ｍｍ×８ｍｍとし、シール材と多孔質層の間
を１ｍｍ空けた他は実施例３と同様に行った。
【００９９】
［比較例３］
　実施例８において、白金をスパッタ法で１０ｎｍ積層し、多孔質層の大きさを８ｍｍ×
８ｍｍとし、シール材と多孔質層の間を１ｍｍ空けた他は、実施例８と同様に行った。
【０１００】
　表１に、実施例および比較例で作製した色素増感型太陽電池の評価結果を示す。評価は
、色素増感型太陽電池を作製した直後と、気温６５℃、相対湿度６０％の雰囲気中に１６
８時間保存した後に行った。なお、評価は、得られた色素増感型太陽電池の性能を測定す
るにあたり、擬似太陽光（ＡＭ１．５、照射強度１００ｍＷ／ｃｍ２）を光源として用い
たときの電流電圧特性を、ソースメジャーユニット（ケースレー２４００型）により求め
た。
【０１０１】
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【表１】

【符号の説明】
【０１０２】
　１　　…　色素増感型太陽電池用基材
　１ａ　…　基材
　１ｂ　…　第１電極層
　２　　…　対電極基材
　２ａ　…　対向基材
　２ｂ　…　第２電極層
　３　　…　電解質層
　４　…　多孔質層
　５　　…　シール材
　６　　…　配線
　１０　…　色素増感型太陽電池
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